
◆令和８年度つながる鎌倉エール事業の方針について 

 

１ 協働コースの採択数 

➢ アンケート（抜粋） 

エール事業の協働コースの額と件数が少なすぎる。 

➢ 事務局（案） 

R6,7の申請件数からは採択件数を増やす必要性が見えないが、今後、市民活動コーデ 

ィネーターの取組により、申請件数が増加してきた際に検討したい。 

 

２ 他補助金・助成金との併用について 

➢ 現在の取扱い 

「事業」に対する補助金・助成金及び「団体」に対する補助金・助成金をいずれも受けて

いないことを申請要件としている。 

➢ アンケート（抜粋） 

補助金を得られることはありがたいが、同時期に他の助成金を得られないため全体の

資金需要には全く足りていない。 

➢ 事務局（案） 

（案１） 

団体の運営に対する補助金・助成金や、他の事業に対する補助金・助成金を受けてい

る場合、申請可能とする。（当該事業に対する補助金・助成金を受けている場合は×） 

（案２） 

事業または団体に対する補助金・助成金のいずれを受けていても申請可能とする。 

（案３） 

コースによって条件を変更する。 

例）●スタートアップコース：従来通り、いずれの補助金も× 

  （補助金申請のノウハウが乏しいような立ち上げ間もない団体を支援するため。） 

  ●地域活性コース：団体補助や他事業への補助は可 

  （複数の事業に取り組んでいる団体が多いことが想定されるため。） 

  ●協働コース：団体補助や他事業への補助は可 

        （複数の事業に取り組んでいる団体が多いことが想定されるため。） 

（案４） 

変更しない 

 

 

 

 

資料１－３ 



 メリット デメリット 

案１ ＜条件を一部緩和することによるメリット＞ 

・エール事業の申請件数が増え、より幅広

い事業が採択される可能性が高くなる 

 

＜当該事業に対する他の補助は不可とす

ることによるメリット＞ 

・一部の事業だけが補助金を独占するのを

防ぐことができる 

・新規や小規模の事業にもチャンスを与え

られる 

・同一の事業に対して複数の公的資金が重

複して投入されるのを防ぐことができる 

・団体が補助金頼みの事業運営になるのを

防ぐことができる 

・少額の補助金を組み合わせて事業を行

っている団体の支援が出来ない 

・複数の分野にまたがる活動について

は、事業の区別がつきづらいことがある 

・団体の資金状況によっては規模の大き

な事業に取り組むことが難しくなる 

案２ ・エール事業の申請件数が増え、より幅広

い事業が採択される可能性が高くなる 

・他の補助金と併せることで、団体がより大

きな事業を企画出来る 

・継続的に受けている補助金がある団体も

申請することが出来るため、安定的な事業

運営が可能となる 

・様々な補助金を申請することで資金調達

のノウハウの蓄積となる 

・経験や情報のある団体が有利となり、

資金が偏る 

・小規模または新規団体が補助金を受け

づらくなる 

・団体が補助金頼みの事業運営になる危

険性がある 

・どの補助金がどの成果に貢献したのか

不明確になる 

案３ ・各コースの趣旨に合った条件とすることが

出来る。 

・スタートアップコースについては、駆け出

しの団体を支援することを目的としている

ため、他の補助金を受けているなど既に活

動が軌道に乗っている団体を除外すること

が出来る。 

 

・駆け出しの団体で最初からノウハウが

あり複数事業を並行して実施出来る団

体が応募出来ない。 

・地域活性化コースについては、駆け出

しの団体が応募する可能性があるが、他

の補助金を受けているノウハウがある団

体が優位となる 

 

＊条件付きで他補助金との併用を可能としている他市の事例 

●富士市市民活動支援補助金 

「他の公的補助金制度との併用ができます（他の公的補助金と併用する場合は、経費からその公



的補助金を除いた額の 2分の 1以内の補助）。」 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1015130000/p001053.html#p5 

●三重県子ども食堂等支援事業補助金 Ｑ＆Ａ 

「２つの補助金を併用できます。ただし、それぞれの補助金で対象経費が重複しないように、支出

関係書類（請求書、領収書等）が区分できるように整理してください。」 

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001028228.pdf 

 

 


